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第４章 次年度への課題 

 第１節 第９次職業能力開発基本計画（案）、求職者支援制度（案）との関係 

（１）第９次職業能力開発基本計画（案）との関係 

    現在、労働政策審議会職業能力開発分科会で検討されている第９次職業能力

開発基本計画（案）の中に（図４－１） 

１．成長が見込まれる分野・ものづくり分野における職業訓練の推進  

２．非正規労働者等に対する雇用のセーフティネットとしての能力開発

の強化 

８．我が国全体の職業能力開発のプロデュース機能（総合調整機能）の

強化 

など、基本施策として盛り込まれており、今後より一層の職業能力開発・職

業訓練関連施策の強化がうたわれている。  

 

図４－１ 第９次職業能力開発基本計画の全体像（案） 
（労働政策審議会職業能力開発分科会資料より） 

（２）求職者支援制度（案）との関係 

     雇用の第２のセーフティネットとして実施している緊急人材育成支援事業

を恒久化する方向で求職者支援制度（案）（図４－２）を労働政策審議会職業
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能力開発分科会で検討されている。前述した第９次職業能力開発基本計画

（案）にも基本施策として盛り込まれている。 

 

図４－２ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する 

法律案要綱の概要（労働政策審議会職業能力開発分科会資料より） 

 

 第２節 次年度の研究方針 

 （１）我が国全体の職業能力開発のプロデュース機能（総合調整機能）の強化 

能開機構は、廃止され新法人（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構に職業

能力開発業務が移管され、併せて組織のスリム化が行われる見込みである。し

かしながら、職業能力開発事業の重要性は以前にも増して、一層の強化・拡大

が期待される中で、スリム化した組織で効果・効率的に事業を推進する必要が

ある。また、都道府県や外部教育訓練機関の更なる協力・参画が必須となり、

能開機構が培った経験・知的資源の共有・提供を積極的に行ない「我が国全体

の職業能力開発のプロデュース機能（総合調整機能）の強化」に資する。 

本調査研究の「離職者訓練コーディネートプロセス」の更なる精査・検証が

大きな役割を担うと考えられる。  

 （２）職業訓練の質の保証 

職業訓練の質の保証については、能開機構内で実施されている各種職業訓練につ

いては、機構版教育訓練ガイドラインに基づいてＰＤＣＡサイクルを回しながら、

質の保証・向上を継続的に行っている。また、ＩＳＯ２９９９０（非公式教育・訓
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練における学習サービス－サービス事業者向け基本的要求事項）の発行されたこと

などからも、今後、外部教育訓練機関に対しても職業訓練の質について質の保証・

向上が求められることになる。そこで、能開機構は職業能力開発の先導的な立場と

して、これら外部教育訓練機関に対して適正に職業訓練が展開されるよう、指導・

助言を行う役割が望まれる。 

 （３）離職者訓練コーディネートプロセスの精査 

  今年度は、施設外離職者訓練を対象にコーディネートプロセスの骨格を調査・整

理した。委託訓練や基金訓練など制度の違いにより細かい部分では相違はあるもの

の職業訓練実施・運営のプロセスの骨格は、図４－３を元に更に精査を進めること

が必要である。 

Ⅱ訓練概要策定・
訓練コースの開
設・実施

Ⅰ開拓（営業）活動

（２）各種制度の理解

（１）訓練ニーズの把握

（２）訓練目標・仕上がり
像の設定

（３）訓練カリキュラムの
策定

（４）訓練計画の策定
（スケジュール、教材、講

師など）

（１）開拓先の抽出
団体、事業主、各種専修
学校、助成金活用事業

主など

各種申請・報告・手続き

Ⅲ訓練コースの運
営・管理

（２）就職支援・指導

（１）巡回指導

Ⅳ訓練終了・就職

（３）各種制度の
選択・説明

（４）ワークガイダンス講
師育成講習 （５）広報・募集・入所選

考

（５）ジョブ・カード講習

原則：
インセンティブ等により民間活力に期待す
ることを前提としているが、機構の指導・助
言により適正な運用を促進する。

（３）クレーム対応

（１）訓練終了後の受講
生のフォローアップ

 

図４－１ 離職者訓練コーディネートプロセスの骨格（再掲） 

「離職者訓練コーディネートプロセスの骨格」の【プロセスⅢ訓練コースの運

営・管理】及び【プロセスⅣ訓練終了・就職】については、現状の制度ではイン

センティブ等による促進策はあるものの外部教育訓練機関の主体性に依るところ

が多く、外部教育訓練機関の運営能力により成果に差があり一定の水準に至らな

い機関も存在する。そのため、能開機構としても継続的に指導・助言を効果的・

継続的に展開し離職者訓練の機会拡大だけでなく、質の向上にも積極的に介入す

る必要がある。 

 （４）次年度の研究方針 

    本調査研究の次年度の研究方針としては、以下の事項について重点的に進め



 44 

たい。 

①能開機構の訓練実施ノウハウを網羅したマニュアルを開発し、外部教育訓

練機関を活用した職業訓練の指導に活用すること 

②マニュアルは、インターネット等を通じて広く情報提供するとともに印刷

物を外部教育訓練機関等に重点的に配付しノウハウの提供を行うこと  

    ③職業能力開発総合大学校の職業訓練指導員の研修プログラムの中に、当該

プロセスを用いた研修コースを設定し、能開機構職員及び外部教育訓練機

関へ研修を提供すること 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        本報告書等は、能力開発研究センター「職業能力開発ステーションサポートシステム 

   能力開発研究センター刊行物検索」から閲覧、ダウンロードができます。 

            URL： http://www.tetras.uitec.ehdo.go.jp/    

    

   （2011年10月１日より以下のURLに変更となります） 

                     URL： http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  調査研究資料 No.129 

求職者に対する訓練コースのコーディネート等に関する調査研究（教育訓練機関に対する離職者

訓練コーディネートプロセスの確立）－中間報告－ 

 

  発行 2011年3月 

  発行者 独立行政法人雇用・能力開発機構 

職業能力開発総合大学校 能力開発研究センター 

           所長  川村 英治 

   〒252-5196 神奈川県相模原市緑区橋本台４－１－１ 

     電話 042-763-9046（普及促進室） 

 

本書の著作権は独立行政法人雇用・能力開発機構が有しております。 



 

 

 

調査研究資料 No.129 

          2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 

 POLYTECHNIC UNIVERSITY 
 

 

ISSN 1340-2404 


	H22調査研究資料第４章.pdf
	調査研究資料No129裏表紙.pdf

